
ま え が き

人は集団を形成し協働する。それは近代社会の始まりというより人類の歴史
とともに始まった普遍的な営み
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である。この点において、経営社会学のテーマ
（協働のあり方）は、古くから存在していたことになる。しかし、経営社会学
におけるそのテーマが最初に学問として登場する切っ掛けは、近代社会の進展
と工場制機械工業の発達であった。すなわち、技術革新による生産性の飛躍的
向上と組織活動の社会への影響拡大の中で、人の協働と統合のあり方
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（集団と
成員の関係と協働のあり方）が質的量的に大きく変化したからであった。

ヴェーバー，M. は、近代社会を合理化過程で捉えるとともに、伝統主義等
に基づく商業目的の組織活動と近代化につながる組織・集団活動の経営とを峻
別していた。商業資本主義を支える伝統主義等に基づく営利主義の視点とベ
ルーフ（天職）等新たなエートスに支えられた人間的側面の視点を峻別し、後
者の視点から狭義の経営を論じている（図 5–1　経営（協働）とその実践（概
念図）参照）。

近代社会の発展を前に、ヴェーバー，M. らは、「封鎖的大産業経営の労働者
の選抜と適合 ── 職業選択と職業運命、についての社会政策学会の調査のた
めの方法序説（1908）」等から分かるように、当時の新たな経営社会現象につ
いての研究に、いち早く取り組んだ。

また、ダーレンドルフ，R. は、経営の実践は経営の社会構造を通して展開
されるとするとともに組織集団活動には宿命的に対立が存在するとしている。
そして、経営組織は支配従属関係を根底に持つ支配団体と考えるとともに組織
集団をひとつの社会システムであると考えて論じている。

バーナード，C. I. やアーウィック，L. F. そしてフォレット，M. P. 等もそ
れぞれの視点から、組織集団活動における調整・統合あり方等について論じて
いる。

日本においては、組織集団活動が持つこの普遍的な命題に対し、津田眞澄や
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間宏などが日本の特徴ある社会関係から論じている。
近代社会の始まりとともに発生した新たな社会現象、経営現象への研究の取

り組みは、産業資本と工場制機械工業の進展そして産業民主化の浸透とともに
ヨーロッパやアメリカそして日本においてそれぞれの特徴をもって研究される
ようになったのである。

本書では、第Ⅰ部で、経営社会学の視座について、人間の協働・調整・統合、
すなわち、三位一体といえる「経営（協働）・社会（社会関係）・制度（組織内
外の規範）」の内容と変化を論じる。近代以降の社会における組織・集団活動
および複雑化していく社会において、経営社会学に連なる、日本や欧米の研究
成果を踏まえて、経営組織とその成員（社員・労働者）の協働・統合のあり方
や社会関係を検討する。経営の社会構造や社会関係、機能集団が宿命的に持つ
対立や、経営社会学における組織集団（協働体）の捉え方等を含む経営社会学
の視座について論じる。

そして、第Ⅱ部では、経営社会学の視座を踏まえて、特に、経営社会学の
テーマである経営社会政策的視点および社会関係的視点から、三位一体である
現代の「経営 / 社会 / 制度」に関わる 5 つの重要なテーマ（1．雇用形態、2．
雇用システム、3．時間管理、4．苦情処理、5．外国人労働者）を具体的に論
じる。

最後になりましたが、本書の刊行までに多くの方々にご助言を頂くとととも
に、刊行では佐藤守代表取締役にお世話になりました。記して心から謝意を表
したい。

野瀬正治　
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